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令和５年８月２日

各報道機関 様

子育て助成課長

子育て世帯等多子加算給付金のコールセンターの電話番号誤りについて

１ 概要

令和５年７月３１日に本給付金の対象者の方へ案内文書をお送りしましたが、同封した

チラシに記載されたコールセンターの電話番号が誤っていることが本日判明しました。

正しい連絡先はこちらのとおりです。

【子育て世帯等多子加算給付金コールセンター】

０１６６－７６－７４１６

平日 ８：４５～１７：１５

２ 原因

校正の際、案内文書等の番号誤りに気がつき、申請書と支給決定通知書については修正を

しましたが、チラシについては確認がもれていたため。

３ 対象者

１８，９８６人

令和５年６月３０日時点で旭川市に住民登録があり、旭川市子育て助成課から児童手当

令和５年６月定期支給を受けられた方，または令和４年度子育て世帯追加給付金の支給を

受けられた方。ただし，令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金の対象となった児童の養

育者は除く。

４ 対象者への対応

対象者には正しい電話番号について文書を送付します。またホームページやＳＮＳに本

件を掲載し周知を図ります。

５ 再発防止策

作業確認リストを作成し、作業工程を確実に洗い出します。また、正確に作業が完了した

かダブルチェックを行い、リストに処理日を記入し進捗状況を明確にします。

問合せ先

担当課：子育て支援部子育て助成課

田上

電話：（代表）２６－１１１１（内線５２７０）



給付金
ＨＰの
ＱＲコード

昨今の物価高騰等の影響の補助として，対象児童等を養育している方へ給付金を支給します。

〇対象の方（裏面のフローで，対象かどうか，申請が必要かどうかご確認いただけます！）

令和５年６月３０日時点で旭川市に住民登録がある方

〇対象児童等（令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金の対象児童は除く。）

⑴ 平成１３年４月２日から平成１７年４月１日生まれの方

（※大学・専門学校等に通っているか，父母等の健康保険の扶養に入っていること。）

⑵ 平成１７年４月２日から令和６年２月２９日生まれの方

〇支給額

第１子・第２子は各５，０００円，第３子以降は各１０，０００円。

（例） 対象児童等が２人の場合 ➡５，０００円×２人 ＝支給額１０，０００円

対象児童等が４人の場合 ➡５，０００円×２人＋１０，０００円×２人＝支給額３０，０００円

〇申請方法

次の書類を，下記担当へ郵送または持参してください。

⑴ 子育て世帯等多子加算給付金申請書

⑵ 口座情報が確認できる書類（通帳やキャッシュカードの写し）※公金受取口座の場合は不要

※上記，〇対象児童等⑴の方を養育されている方は，学生証などの写しか，健康保険証の写し等も添付必要。

※申請書は，市からのご案内が届いた方は同封されているほか，市ＨＰからもダウンロードできます。

申請期間は令和６年２月２９日まで

⑴ 旭川市子育て助成課から令和５年６月９日に児童手当が支給された方

⑵ 令和５年１月～４月に子育て世帯緊急追加給付金（児童一人１５，０００円）を受給された方

※要件を満たす方へ，「子育て世帯等多子加算給付金についてのお知らせ」をお送りしています。

※⑴⑵両方に該当の方は，⑴の支給情報を基にお知らせを送付しています。また，手当・給付金支給後に養育状況等に変

更があると市が把握している方については，お知らせが送付されていない場合があります。

〇担当・問い合わせ先（旭川市役所子育て支援部子育て助成課）

〒０７０－８５２５ 旭川市７条通１０丁目 旭川市役所第二庁舎５階（令和５年１０月末まで）

〒０７０－８５２５ 旭川市７条通９丁目 旭川市役所総合庁舎３階（令和５年１１月から）

子育て世帯等多子加算給付金コールセンター ☎７６－７４１６（令和５年１０月末まで）

子育て世帯等多子加算給付金担当 ☎２５－６４４６（令和５年１１月から）

※市からお送りし

たお知らせ内の，

養育児童数などに

相違がない場合の

み申請不要です。



はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

はい

はい

いいえ

申請

いいえ

いいえ

はい

はい

申請

いいえ 申請

R5.6.30 時点で旭川市に住民登録がある 対象外

H13.4.2～R6.2.29 生まれのお子さんを養育している。
※H13.4.2～H17.4.1 生まれのお子さんについては，大学・専

門学校生等であるか健康保険の扶養に入れている。
対象外

旭川市子育て助成課から令和５年６月９日に児童手当が支給された。

令和５年１～４月に，児童１人あたり 15,000 円
の”子育て世帯緊急追加給付金”の支給を受けた。

上記，児童手当/給付金の対象児童について，次のいずれでもない。
①R5生活支援特別給付金（児童１人あたり 50,000 円）の対象児童
②H16.4.2～H17.4.1 生まれであり，下に兄弟・姉妹がいない

市より，支給に関するお知らせを送付（※１）
案内に記載された対象児童数と実際の対象児童等数
に相違がなく，また，口座を解約等していない。

申請不要で支給されます！
（支払通知書は発行しません。）

お知らせに同封
されている申請
書にて申請

支給審査後，支給決定通知書を送付します。
※不支給となる場合もあります。

対象児童と同
世帯である。

H13.4.2～H17.4.1 生ま
れの方を養育している。
「いいえ」の方は対象外

市から申請
の案内と申
請書を送付

担当へお電話いただく
か，市ＨＰからダウン
ロードで申請書を入手

※１ 市からの支給に関するお知らせに記載している児童氏名は，次の児童となります。
①旭川市子育て助成課から令和５年６月９日に児童手当を支給された方→令和５年４月３０日生まれの児童まで
②子育て世帯緊急追加給付金の支給を受けられた方 →令和５年２月２８日生まれの児童まで

次の方は上記フローに関わらず，申請が必要です！
〇給付金支給（申請）後にお子様が生まれた方や新たに養育するお子様が増えた方
〇令和５年６月３０日時点で旭川市に住民登録があり，令和５年７月１日以降に１人目のお子様が生まれた方


